
気仙沼市では，令和3年1月より児童生徒に１人1台のタブレット端末（ iPad）を貸し出し，文部科学省が

推進する【GIGAスクール構想】の実現に向けて取り組みを始めました。

このおたよりは，それらに関する情報やお知らせ，お願いをするために不定期で発行されるものです。

本日の配付資料は以下のとおりです（ご確認ください）。

A「児童1人1台タブレット端末（iPad）の導入について」（教育委員会より）
B「保護者説明資料」

・GIGAスクール構想について
・「新時代の学び」に向けた1人1台タブレット端末貸与について

C「気仙沼市学習用iPad利用についての同意書」
D「タブレット端末（iPad）学校外使用届出書」
E「GIGA Times 2022」（本紙）

（１）iPadを学校内外で使用すためには「資料C・D」の
提出が必要です。

①全ての項目及び内容をご確認ください。
②資料C「同意書」について
・全ての内容にご理解の上，【全ての『□』にチェック】をお願いします。
・「児童名」「保護者名」欄にご署名をお願いします（印は必要なし）

③資料D「使用届出書」について
・全ての内容にご理解の上，「児童名」「保護者名＋印」をお願いします。
・管理番号は提出後，学校側で記入します。

（２）家庭での使用には【Wi-Fi環境】が必要です。
津谷小学校で使用する際は，校内に整備された【Wi-Fi環境】の範囲内で使用しています。
今後，長期休業中や臨時休業等の場面で，家庭に持ち帰り，家庭学習に活用することにも

取り組んでいく予定です。なお，家庭では家庭で使用しているWi-Fi環境でご使用いただくこ
とになります。もし，その環境がない場合は…

★教育委員会より「学習用モバイルルーター」の貸出を行っています。
※【機器は無料】【通信料（回線）は各家庭で契約，負担】

【学習用モバイルルーター】の貸出を希望される場合は，上記の【同意書】等
を提出される際に，学校までご連絡ください。個別に【「借受申請書」兼「同意書」】，
【契約書】を送付の上，手続きを進めさせていただきます。

ご質問等がある場合は，お気軽に学校（担当：教頭，石垣）までご連絡ください。

提出期日は【５月２日（月）】


